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＜本日の報告＞

法律で定められている“労働者の権利に関する理解”に
ついての論文をサーベイし、論点整理を行う。

＊ 大量観察データの分析結果

＊ 「法知識」：現実の法についての当人の自覚的認識
（六本 (1986)）

＜時代背景：なぜ権利理解に注目？＞

① 労働者多様な就業形態の拡大、新しい労働法制の
施行、個別契約に基づく働き方の拡大

② 労働組合の推定組織率の低下

⇒ 労働者自身が労働法制を正確に理解し、自分自身
で自己の労働者の権利を守っていく必要性が高まって
いる。2008年8月8日 2
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図１ 国民の権利についての知識

出所：NHK放送文化研究所
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＜先行研究における問題意識＞

戦後日本では、憲法による労働三権の保障、労働組合法
や労働基準法の制定をはじめとした労働法制が拡充、
労働者はさまざまな権利を享受（菅野 (2006)）。

法律で権利が定められているだけで、労働者の権利は守
られるか？

⇒ ×

① 労働者自身が自分の権利について理解

② 労働市場で権利を行使できなかったとき・不利な扱い
を受けたときに、それが違法であることへの気づき

③ 権利行使する手段の活用
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＜主な先行研究の結果＞

１．労働者の権利を理解しているのは、誰か？

（法知識の所在）
佐藤 (2008), 高橋 (2007), 原・佐藤 (2004)

・ 個人属性（年齢、学歴、職種、勤務先規模）

・ 組合の有無は関係ない

⇒ ① 一般に不利な労働条件のもとで働いている可能
性の高い人ほど、理解していない。
＊高校生でも、進路がフリーター・未定である人ほど理解して
いない（佐藤・高橋 (2005)）。

② 労働組合が教えていたとしても、労働者の知識と
して残っていない。
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２．労働者の権利理解が、意識に影響を与える
のか？

← 行動×

・ 組合の必要性（組合支持） （原・佐藤 (2004)）
・ 社会保障の必要性 （原 (2006)）
・ 休日・休暇の満足度 （高橋 (2008) ）
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＜原・佐藤 (2004) の概要＞

（１） 設定仮説：権利理解と組合支持の関係

労働者の権利を知っている
↓

権利を実現したい
↓

独力での権利の行使が難しい
↓

権利を実現するためには、組合が必要

（２） 使用データ：連合総研が2003年に民間雇用者

を対象に実施した調査（役員を除く正社員、パート
・アルバイト、契約社員、派遣労働者）
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（３） 変数設定

① 組合支持：
「あなたは労働組合は必要だと思いますか？」
⇒ １．ない方がよい、２．あってもなくてもよい、
３．どちらかといえばあった方がよい、４．是非
必要だ

② 権利の理解：
１．団結権、２．育児休業、３．残業割増、４．法

定最低賃金、５．有給休暇、６．未払賃金請求
権

⇒ 0～6点の点数化
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（４）推定結果
図２ 組合支持が強くなるか 1（順序プロビット分析）
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図３ 組合支持が強くなるか ２ （順序プロビット分析）
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３．労働者の権利を、どこで身につけたか？

（法知識の入手経路）

高校生調査 （佐藤・高橋 (2005)）
・ アルバイトをしていた

・ 家族との会話をひんぱんにしていた

・ テレビ・ビデオの視聴

・ 仕事や職業生活についての具体的な話・生徒自
身に体験させる就職指導を行っている高校
（職業体験学習（インターンシップを含む）、ハロー
ワーク職員や社会人の職業講話、卒業生の就職
体験談を聞く会）
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＜残された課題＞

１．法知識の入手経路

知っている人は、いつ・どこで・誰から・どのようにし
て、その知識を得たのか？
＝ 知らない人が知らない理由

２．個人の背景要因

家族属性（両親）、家庭環境（現在 or 15歳当時な

ど）・・・

３．雇用者以外の状況

中学生・高校生・・・
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